
文第1694号
令和6年11月29日

公益財団法人明徳会
代表理事 中村 崇男 様

神奈川県知事 黒岩 祐

勧 告 書

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号。
以下「公益認定法」という。）第28条第1項の規定に基づき、 下記の措置をとるよ

う勧告します。

記

1 勧告年月日
令和6年11月29日

2 勧告 の内容
貴法人において、 次の措置を講じること。

(1) 貴法人の現役員及び現評議員において、 神奈川県公益認定等審議会が認定
した事実を踏まえて、 事案を詳細に把握した上で、 徹底した原因究明、 責任
追及を貴法人として行う こと。

(2) 貴法人が民間企業と締結した令和2年1月15日付け業務委託契約（貴法人の
保有する持分の売却・対象法人の事業譲渡・資本提携・業務提携・業務請負そ
の他の方法に よる企業提携等を含むM&A取引等に係る業務を委託するもの。

以下「契約I」という。）及び同年7月29日付け業務委託契約 （貴法人の経営
及び運営に係る管理運営指導業務等を委託するもの。以下「契約II」という。）
について、 支払根拠に合理性を欠く不相当な報酬等の支払いが 行われた。

ついては、 2(1)の結果を踏まえ、 両契約に係る一連の手続に関与した役員、
特に契約IIについては解除の合意に至るまでの意思決定に関与した役員に 対し、
















